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附属機関等の概要 

 

附属機関等の名称 福山市開発審査会 

設置根拠 都市計画法第７８条 

設置目的 

都市計画法第３４条第１４号及び都市計画法施行令第３６条

第１項第３号ホの規定に基づいた市街化調整区域内におけ

る開発行為又は建築行為等の内容が法の趣旨を逸脱しな

い範囲で社会的に妥当であるかどうかを判断するため。 

設置年月日 ２０００年（平成１２年）４月１日 

委員数 ７人 

公開・非公開の別 
■ 公開 

□ 非公開 

非公開とする根拠 

又は理由 
  

庶務担当課 
 都市計画課 

ＴＥＬ（０８４）９２８－１１６３ 

備考   

 


